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・議事内容 下記のとおり 

＜事務局＞ 

南人権担当理事

＜事務局＞ 

お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただ今

より平成２９年（2017 年）度第２回津市隣保館運営審議会

を開催させていただきます。 

委員の皆様には、大変お忙しい中、ご出席いただきまし

て誠にありがとうございます。本日、司会進行を務めさせ

ていただきます津市市民部地域調整室の林でございます。

どうぞよろしくお願いします。 

それでは開会にあたりまして、南人権担当理事からご挨

拶を申し上げます。 

皆様おはようございます。人権担当理事の南でございま

す。よろしくお願いいたします。 

本日はご多用の中、津市隣保館運営審議会にご出席いた

だき誠にありがとうございます。あわせて、委員の皆様に

は、日頃より隣保館の運営事業にあたり、ご指導、ご協力

いただき誠にありがとうございます。 

 さて、本審議会につきましては、津市隣保館の設置及び

管理に関する条例第１５条の規定により、隣保館の運営に

関する基本方針等に係る調査審議を目的として設置されて

おり隣保館の事業の企画及び実施等に関し、委員の皆様か

らご意見等をいただこうとするものでございます。本日は、

平成２９年度第２回目の審議会になりますが、事項書に記

載している、隣保館活動報告、隣保館運営審議会委員の改

選、隣保館関連予算、部落差別解消推進法に伴う取組み等

について委員の皆様からご意見を頂戴し、今後の隣保館運

営に活かしていきたいと考えております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

続きまして、議事に入ります前に、本日、２０名の委員

のうち１７名の方が出席していただいており、委員の半数

以上が出席されておりますことから、津市隣保館の設置及

び管理に関する条例第１９条第２項の規定に基づき、会議

が成立していることを報告させていただきます。 

それでは、議事を進めさせていただきます。条例第１９

条第１項の規定によりまして、村林会長に議長職をお願い
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村林会長 

＜事務局＞ 

村林会長 

＜事務局＞ 

したいと思います。村林会長、よろしくお願いします。 

皆さんおはようございます。進行役を仰せつかっており

ます村林でございます。どうぞよろしくお願いします。 

本年度第１回目の審議会となりますが、議事進行に当た

りましては、皆さんの活発な御議論をいただきながら、議

事を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

また、会議の進め方でございますが、それぞれの議題に

ついて、事務局から説明をいただき、その後、委員の方々

からご意見等をいただく形で進めさせていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」との発言あり） 

ありがとうございます。それでは、そのように進めてま

いります。 

事務局から、あらかじめお話いただくことが何かござい

ましたらよろしくお願いいたします。 

当審議会の会議録作成のため、事務局におきまして、会

議を録音させていただきます。 

また、今回、会議録へのご署名は、國分委員と佐野委員

の２名の方々にお願いしたいと存じます。よろしくお願い

いたします。 

委員の皆様いかがでしょうか。 

（「異議なし」との発言あり） 

ありがとうございます。それでは、そのように進めさせ

ていただきます。 

事務局、他にありますか。 

当審議会の公開についてでございますが本市における

審議会の会議の公開については、津市情報公開条例第２３

条において、個人の情報などの不開示情報が含まれる事項

について審議等を行う場合や、会議を公開することによ

り、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認め

られる場合を除き、会議は原則公開とする旨規定しており
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村林会長 

＜事務局＞ 

ます。このことから、当審議会の会議につきましては、「個

人の情報」などが含まれる審議等以外につきまして、原則

公開する方向で取り扱うことになりますので、よろしくお

願いいたします。 

ありがとうございました。事務局の説明にありましたよ

うに「個人の情報」などが含まれる審議等以外につきまし

ては、原則として公開となりますがいかがでしょうか。 

（「異議なし」との発言あり） 

ありがとうございます。会議の公開につきましては、そ

のようにさせていただきます。 

それでは、議事に入ります。お手元の資料を 1 枚めくっ

ていただいて、事項書の２番、事項（１）平成２９年（2017

年）度隣保館活動報告について、事務局の説明を求めます。

それでは、平成２９年（2017 年）度隣保館活動報告につ

いて説明いたします。 

資料の４ページから 16ページをお願いします。 

平成２９年（２０１７年）度隣保館活動報告につきまし

ては、平成２９年１２月３１日現在の内容となっておりま

す。各館における活動については、４ページに集約させて

いただいておりますとおり、相談事業、啓発・広報事業、

教養・文化講座、自主的組織活動事業、デイサービス事業、

地域交流促進事業などを各館それぞれで実施しておりま

す。 

利用者数は、延べ 49,285 名で、月平均約 5,476 名、前年

度と比較して、全体で 236 名の減少で、ほぼ前年度並みの

利用となっております。本年度も各館で文化教養講座を開

講し、また各種学習会をとおして、地域コミュニティの醸

成や人権啓発に努めているものでございます。 

また、１７ページから２４ページまでの交流・連携・特

色事業につきましては、本年度の事業計画に基づき、それ

ぞれ実施してきているところであり、地域における拠点施

設としての役割を担いつつ、人権諸課題の解決に向け、取

り組んでおります。 

交流事業においては、主に地域の学校や自治会、老人会
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村林会長 

杉原委員 

＜事務局＞ 

杉原委員 

等々の関係団体とイベントなどを通して、他地域の方々ら

と交流親睦を深めております。 

連携事業においては、地域文化祭やフィールドワーク、

講演会等を他団体と連携を図りながら事業を実施し、学

習・啓発に努めております。 

特色事業においては、各館、デイサービスや人権講座、

地域学習会など地域住民の要望に応じる独自の事業を実施

しながら、親しみやすい館づくりを目指し、取り組んでお

ります。 

隣保館活動報告の説明は、以上でございます。 

ありがとうございました。ただいま説明がありましたが、

ご質問等がございましたらお願いします。 

４ページの隣保館活動報告についてというところで、こ

この対象地域人口とありますが、かなり疑問のある数字が

含まれているように思うのですが、これはどのように考え

ておられるのですか。特にこの対象地域人口のとらまえか

たですね。これはどういう範囲になるのでしょうか。 

ここであげさせていただいている数字につきましては、

各館それぞれからご報告いただいている部分もございます

けれども、国、県の補助事業の部分の中で隣保館の対象と

なってくる区域というのを各館で見ていただいている区域

という部分を自治会なりでまとめていただいているとこ

ろ、あるいは地域の部分で旧の町村をひとつの区域ととら

まえてあげていただいているといった、そういった事情が

ございまして、小さな自治会単位の部分でのとらまえ方と

旧の町村大きくとらまえとる数字という部分で、こういう

対象地域の人口で表示をさせてもらっています。 

あまりにもですね、数字の格差が大きすぎるのでね、こ

の各館から報告があった、あるいは前からの引継ぎでその

ままずっと使われておるような感じがするんですけれど

も、こういうバラバラではいかんのではないのですか。ま

して、今言われたように、これが補助金とかね交付金とか
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＜事務局＞ 

杉原委員 

＜事務局＞ 

そういうものの算定に多少は関係があるようなことであれ

ば、こういうものはきちっと統一した考え方でとらまえる

べきかなと思うんですが、いかがですか。あんまり詳しい

ことを申し上げる気はないんですけれども皆さん方ならす

ぐにあまりにもおかしいのではないかと気づかれると思う

のですが、ありきたりのご答弁をされるのではなくて、も

っと的確な答弁をお願いしたい。 

こちらの方の数字につきましては、杉原委員がおっしゃ

ていただいた過去からの流れの中で本年度の状況というこ

とで数字入れさせてもらっている部分がございます。各館

の方で取り扱いしていただく区域というのが、自治会単位

なり大きな町単位という形になっておりますので、ご指摘

の部分、もう一度どういう形の数字のまとめ方がいいのか

という部分、検討させていただきまして、統一できるかと

いうのはこの場でお話しすることはできませんけれどもご

指摘の趣旨を踏まえた上で検討の方いたしますのでお願い

いたします。 

くどいようですが、今言われたように、この対象人口と

いうのですか、対象地域人口と、実際にいろんな講座やっ

ていますと、本来のいわゆる対象地域以外にですね周辺の

地域からもたくさん来てみえるのでね、そういうところも

含めた対象人口というとらまえ方で考えておられるのかで

すね、あるいは明確な旧来からの地域指定というか、そう

いうことでとらえてみえるのか、その辺ですね。周辺地域

との交流ということが、大きな意味でこの事業の対象に入

っているので、そういうことでとらまえるのなら、そうい

う範囲で考えてくださいよというように、各対象地域の人

口というのは、それぞれ、市の司令部で各館と協議をして

もらって考えてもらわないと、各館のそれぞれの考え方で

勝手にやってもらっているんだという状況をいつまでも続

けているのはいかがとこのように思うのですが。 

杉原委員ご指摘の件、おっしゃるとおりだと思います。

この各地域いろいろ事情があるというのは当然なんですけ
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村林会長 

＜事務局＞ 

れども、ひとつの表として基礎数値で出ていくなかで、バ

ラバラの考え方の数値ではですね比較とか館同士のどのよ

うな形なのかご議論いただくなかでおっしゃるとおりと思

います。どういう形で統一するかは別とさせていただいて、

やはり市として隣保館の対象地域をこういう表にあげるの

であれば、統一された形でということに向けまして、どの

ような数字がいいのか、また委員の皆さまのご意見も聞き

ながら訂正、直していきたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

よろしいでしょうか。 

よろしければ、事項（１）については、終わらせていた

だきます。 

続きまして、事項（２）の隣保館運営審議会委員の改選

について、事務局の説明を求めます。 

それでは、隣保館運営審議会委員の改選についてご説明

いたします。 

２５ページと資料１から４をご覧ください。 

前回の審議会で、任期変更についてご承認いただいたこ

とを受け、現委員さんについては、２０１８年平成３０年

３月３１日付けで辞職をしていただき、改めて、２０１８

年平成３０年４月１日から２０２０年３月３１日までの２

年間の任期で委嘱を行うものでございます。 

改選の事務処理について、関係団体の各委員さんにつき

ましては、資料１の委員辞職届、資料２の委員推薦書、資

料４の新委員さんの就任承諾書を提出いただいたうえで、

まず、２０１８年平成３０年３月３１日付けの辞職届によ

り解職の手続きをし、推薦書と承諾書により、２０１８年

平成３０年４月１日から２０２０年３月３１日までの２年

間の任期で委嘱を行うものでございます。お忙しい中申し

訳ございませんが、私どもの事務処理手続き上、２０１８

年平成３０年３月２３日までに、辞職届、推薦書、承諾書

の 3 点について、市地域調整室までご提出をお願いいたし

ます。 

また、団体によっては、３月２３日までに委員推薦がで
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村林会長 

村林会長 

＜事務局＞ 

きない場合もあろうかと思いますが、その時はご連絡をお

願いします。そのうえで、４月１日までに決定ができない

場合は、資料７の３のとおり、まず、現委員名で推薦をお

願いし、４月１日からの委嘱を行い、新委員が決定しだい、

現委員の辞職届、団体の推薦書、新委員の承諾書を提出い

ただき、解職と残任期間の委嘱の手続きを行っていきます。

手続き上、ご無理をお願いすることとなりますがよろし

くお願いいたします。なお、各関係団体へは、それぞれの

代表者あて、依頼文書を送付いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

次に、地域住民代表の委員さんにつきましては、各運営

委員会から、資料１の辞職届、資料３の委員推薦書、資料

４の本人承諾書の 3 点をそれぞれの館をとおして、市所管

課（本庁及び各総合支所）へのご提出をお願いします。そ

の後、私ども地域調整室で解職と委嘱の手続きを行ってい

きます。 

運営委員会においても委員の改選が予定されている所も

あろうかと思いますが、未定の場合は、関係団体の場合と

同様に、現委員名で推薦を行っていただき、新たに決定さ

れた時点で、改めて関係書類の提出をお願いいたします。

隣保館運営委員の改選については、以上でございます。

ありがとうございました。説明はお聞きのとおりですが、

前回の審議会で出された内容の事務的な部分ですが、何か

ございますでしょうか。 

ないようですので、事項（２）については、終わらせて

いただきます。 

続きまして、事項（３）の隣保館関連予算について、説

明を求めます。 

隣保館関連予算について、ご説明いたします。26 ページ

と資料５をご覧ください。 

平成２９年度隣保館関連予算ですが、施設整備において

は、久居北口文化会館の耐震補強計画策定委託、雲出市民

館の改修工事、櫛形市民館の排水設備改修工事を実施して
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村林会長 

杉原委員 

おります。 

また、前回お話がでていた隣保館関連予算の推移ですが、

資料５のとおりとなっております。合併以降人件費関係は、

職員定数の削減や隣保館費の支出である一般職給から総務

費の中の一般管理費への振替え等により減少となっており

ます。運営事業費は、合併以降、非常勤館長の配置による

報酬の増や、平成２３年度に榊原市民館の増築工事を行っ

ており、それに係る備品購入費などの支出増などで、平成

２３年度には９千５百万円ほどの決算額となっておりま

す。その後、館長の配置において、非常勤から再任用に切

り替えがあり、報酬などが減少したことを受け、平成２８

年度で７千５百万円ほどの決算額となりました。 

数字自体はピーク時より減少していますが、ほとんどが

人件費に係る支出科目の変更によるもので、例年、運営費

の実績に基づき予算計上を行ってきているところです。 

施設整備関係も順次実施してきておりますが、館によっ

ては、比較的小さな工事をいくつか行っている部分もあり、

経過年数等により施設の損傷具合に応じ必要な工事を実施

してきているところです。 

予算関連の説明は以上でございます。 

ありがとうございました。説明は以上でございますが、

何かございますか。 

ちょっとすみません。予算に関連しまして、館の運営と

いうことで、いいですか。実は合併によってですね、それ

までの館の運営が大きく、特に旧久居市に関連してあるわ

けですよね。それ以外のところについては私は全然知らな

いのですが、合併以前は館の定休日は月曜日になっていて、

土日は開館していたのですが、合併と同時に土日が休みに

なって、一般の官庁と同じような開館日になっているんで

すが、移行当時は時間外あるいは休館日もですね、適宜柔

軟に対応しますよと、こういうことでクリアしてきたんで

すけれども、実際には休館日とか時間外は非常に規制され

ていて、ほとんど使うことはないと。ただ自治会関係の総

会とかそういうのは回数も少ないし、いわゆる時間外でも
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＜事務局＞ 

杉原委員 

対応されているわけですけれども、今の状況をみますと土、

日という休みの日に休館になっていて、休館は休館でいい

としても、その日に使える、実際の利用は難しいとこうい

う状況は、今のみなさんの状況を見ていると実態にそぐわ

ないように思います。やはり土、日についても、そういう

住民の要望なりあるいは館の方向性なり考えて必要がある

場合、要請のある場合は柔軟に対応してもらうとこういう

ように今後考えていってもらえないかなと思うのですが、

いかがですか。 

土、日の開館の部分につきまして、合併の中で施設の設

置条例の中で土曜、日曜、祝日の方は休館にしていくとい

うことでの規定をさせていただきました。ただ各館のそれ

ぞれの事情というのもございますので、事業として休日の

方の開館という部分についても、そういった事業もござい

ます。実際、各館全部ではございませんけれども休日、特

に土曜日に開館をしていただいている所もございますの

で、それは地区のご事情、ご要望に応じてそういった事業

を展開していくということはございます。それぞれの地域

の中でどういった活用の方がいいかなど、ご議論していた

だきながら、ご要望の方が出てこれば、予算的なこと当然

時間外等からんできますので、そこら辺はご要望に応じて

予算要求の方もしていかないとならないということになり

ます。方向的には現在も一部やっておりますので対応の方

は可能かと思っております。 

予算は限られておりますのでね、実際に休館日にいろん

なイベントをやるという場合は、それ相当の職員配置も考

えなければならないということで、予算的にある程度規制

されるというか、そういうような傾向はないのですか。本

来の事業の必要があって、そして休館日に開館するという

ことを、事実上規制するようなそういう動きはなくてです

ね。必要があれば認めますよとそれぐらいの人件費、時間

外労働手当というのはいる訳ですが、そういうのは規制し

ませんよというように理解してよろしいか。 
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＜事務局＞ 

杉原委員 

現に今もイベント等開催時期が土、日に開いていただい

て、それに対応する時間外手当等の予算の方も考えており

ますけれども、これが年３６５日内の５２週すべての週で

開けるということになってきますと、これはちょっと基本

的な部分での考え方のところで大きく変わってしまいます

ので、その部分で規制がないかと言われますと、どうして

も一定の部分での考え方というのはそこには生じてくると

いう部分がありますのでご要望、即開館で予算つけてどう

ぞという流れにはなかなかならんというところだけは理解

をいただいて方向的には地域のところで、そういう利用の

状況というご要望も含めてあるということであれば、対応

としては、その方向で検討していきますし、予算要望も行

っていくよう考えております。 

もう一点すみません。 

結局ね、合併の時点でそれまで土、日と。はっきり言い

ますと、土、日というのは、利用者にとって本当は要望が

大きいのですよ。だからこの利用状況についても、今まで

の同じ休みであっても、今までのように土、日は開館でそ

れ以外の曜日で月曜日であるとか金曜日であるとかそうい

うときに休館にするのとですね、土、日開館にするのとど

ちらが利用者にとって便利で利用数が多いかということに

なれば、今の状況から考えれば土、日の要望が非常に大き

いということが明白だと思うのですけれども。合併で開館、

休館日の変更は大きな抵抗があったんですけれども、その

時にはうまく、休館日は変更するけれども実態はもし必要

であれば土、日については開館しますよというような説明

があったもんですから、住民にとっては、騙されたという

ようなそういう感覚があるわけですよ。ですから今言われ

たように、土、日をですね全面的に開館しろというような

ことではこれは意味がないので、そんなことは誰も言わな

いと思いますが、やはり何か予算的な面で制約があって、

土、日に利用するということをはばかられると、こちらの

方で自主規制するようなそういう感じになっているので、

そうではありませんよと実際に要望があって必要性があれ

ば認めますよとそういうように理解してよろしいですね。
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＜事務局＞ 

杉原委員 

＜事務局＞ 

ありがとうございます。先ほど室長の方から予算的な面

の説明はあったんですけれども、限られた人数でやってお

りますので、労働条件というのもございますので、それを

クリアする中で、本来開館する日を休館するわけにもいき

ませんので、バランスとりながら、できる限り地元住民の

方が土、日にこういう催し物をしたいんやというときは対

応できるように労働条件の範囲の中で考えていきたいと思

いますので、ぜひともそういうご要望があるのであれば一

度、館なりにご相談いただいて、そのことの中でできる限

りご要望にお応えするという姿勢でやっていきたいと思い

ますのでよろしくお願いします。 

 休館日自体を変えるということは、今後の検討課題とい

うことで、杉原委員がおっしゃられたように、地元で土、

日を開館にしてくれと全体的な部分で条例を改正するとい

う部分で、各館というよりは全体の隣保館の中で土、日は

開けてほしいという意見が統一されてくれば、その時はそ

ういう議論として、条例改正ですので、議会の議決も必要

ですので、一概にそのようにしますとは言えませんが、そ

ういう議論という中で検討課題としていきますので、また

この審議会でその件につきましても議論していただければ

ありがたいと思いますのでよろしくお願いします。 

ありがとうございます。そういう方向についてもこれか

ら議論していくということですので、ぜひお願いしたいと

思いますが、今、予算の説明の中で、ほぼ人件費がかなり

の部分を占めとるという説明があったんですが、全部お聞

きすると時間かかりますので、例えば２８年度の運営事業

費の中で人件費はどれぐらいになりますか。 

 資料５の人件費の一般職給ということであげさせてもら

っていますけれども、ここで２８年度の決算ベースで５８,

７６７千円というのが隣保館費で一般職給として支出して

おる金額になります。これは正規の職員というかたちにな

ります。この中で、中に入り込んでしまっておりますけれ

ども、隣保館の運営事業ということで、今現在２館のとこ
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杉原委員 

＜事務局＞ 

ろが非常勤の館長になっております。その部分での報酬と

いう形でお支払いをさせてもらっておりますけれども、そ

の部分のところで金額的に数百万入ってくるというような

形になります。 

 人件費の占める割合というのは非常に大きいということ

は分かったんですけれども、例えば職員の配置等について

もみなさんよく言われる各館のそれぞれの特殊性というか

そういうものに応じてということを言われますが、やはり

休館日とか時間外の利用等についても、すべて利用する時

間勤務が必要かとなると実態はそうではない。その必要性

は非常に薄いのですけれども、出たり入ったりして残業時

間を減らすというようなことは非常に難しいということは

分かるのですが、例えば開館の時と、終わる時と実際には

それだけで済むような例が多いと思うのですね。その点に

ついても各館それぞれの実情に応じて適宜考えていくとい

うようなことで人件費等のある程度は節減になるのではな

いかなと。決して行き過ぎたことはいかんと思いますが、

同じようなことで、例えば地域の自主的にサークルなり会

合なりの責任者の方で、そういう時間外労働を節減できる

ような利用の仕方というのを考えていくということなんか

も含めて今後検討していただきたいと思います。 

 勤務の実態の部分につきまして、例えば講座が２時間あ

ったとする場合、その前後でというお話のところについて

は、そのついていただく職員の状況という部分もございま

すので、その時間出てきて帰って、出てきて帰ってという

ような部分もございますし、その辺はちょっと実態の部分

の中で職員の勤務形態自体がどうなんだというところも含

めた議論という形になると思いますので、いずれにしても

講座的には開催、隣保館としては開館していく方向の中で

今度職員のそういった部分で節減できるところは節減して

いくという部分はご指摘のとおりの話になりますので、そ

れは検討課題に当然なってくるという部分でございますの

で、今後とも議論しながら検討してまいりたいと思います

のでよろしくお願いします。 
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村林会長 

杉原委員 

村林会長 

＜事務局＞ 

 地域にある館ですので、できる限り開いているべきだと

思います。人がいるとかいないではなくて、あそこに行け

ば誰かがいてくれる状況が本来必要だと思いますので、い

る人は必ずしも館の職員でなければならないという考え方

を少し変えていただけると、その日にいれる人がある時間

帯いることによって管理していく形というのをとれるんじ

ゃないかなということも含めて、必ずしも職員を置くとい

うことだけではない考え方をしていただけると地域として

は夜行ったら大丈夫だとか、バス待っている間に館の中に

入って待ってられるあるいは人と話しができるという形と

いうのはすごく大事だと思いますので、その辺も含めてよ

ろしくお願いします。 

 すみません、もう１点。実は今年に入ってからですが、

会館まつりをやったときに、健康相談をやったんですね。

そこで骨密度の測定をやってもらったんですが、そこへこ

られた方は、ほとんどこの会館の講座を利用しているんで

すが、体を動かすエアロビクスやダンスが多いんですが、

そういうことをやっている関係か測定された方が驚いてい

ることは、みなさんの骨密度は非常に平均して高いという

ことで測定結果に驚いてみえました。具体的な成果が現実

に館の利用によって上がっていますのでその辺もひとつ、

みなさんも良かったなと自信を深めたわけですが、その点

を報告させていただきます。 

ほかにございませんか。ないようですので、事項（３）

については、終わらせていただきます。 

続きまして、事項（４）部落差別解消推進法施行に伴う

取組みについて説明を求めます。 

 それでは、部落差別解消推進法の施行に伴う取組み等に

ついて、ご説明いたします。２７ページをお願いします。

部落差別解消推進法については、資料６を参照してくだ

さい。 

この法律は、平成２８年１２月１６日に施行されました
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が、現在も部落差別が存在し、差別に関する状況の変化が

生じていることを踏まえ、基本理念を定め、国及び地方公

共団体の責務を明らかにし、部落差別の解消を推進し、部

落差別のない社会を実現することを目的に制定されたもの

でございます。 

この間、市としては、この法律に「その地域の実情に応

じた施策を講ずるよう努めるもの」と定められている中で、

まず、この法律が制定されたことを啓発していくために、

ポスター、チラシの掲示や館だよりへの掲載などの啓発事

業を行ってきました。また、関係団体と協力しながら、学

習会の開催や各種研修会への参加などを通して、法律制定

の周知を図ってきました。 

法の第 3 条には、地方公共団体の責務として、国、他の

地方公共団体と連携を図り、第 4 条で相談体制の充実、第

5 条で教育及び啓発、第 6 条で実態に係る調査への協力が

うたわれており、その業務の最前線は、隣保館であり、館

と本庁・総合支所との連携を図れる体制をより強固にして

いく必要があります。 

今後、相談体制の充実については、まず、文化教養講座

をはじめ、来館いただけるイベント等の充実を図り、気軽

に話ができ、相談しやすい雰囲気作り、職員のスキルアッ

プ等、細やかな相談業務ができるよう体制を強化していき

ます。人員的な部分については、人事当局へ要望していき

ます。 

次に、教育及び啓発については、まだまだ法律のことを

知らない方も多いことから、学習会や各種講座、イベント

などでチラシを配付するなど、より多くの人に知ってもら

うことに取り組んでいきます。そのうえで、基本理念にあ

るように、部落差別を解消する必要性に対する市民一人一

人の理解を深められるよう取り組んでまいります。 

次に、実態調査については、国の責務であると定められ

ており、市としては国の意向を受けて、調査に協力してい

くものであります。 

また、平成２９年度において、１０年ぶりに市民意識調

査を行いました。その調査結果を検証し、今後の取組みに

活かしていきます。 
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村林会長 

岡山委員 

＜事務局＞ 

岡山委員 

＜事務局＞ 

岡山委員 

福田委員 

部落差別解消推進法の関係は、以上でございます。 

ありがとうございました。説明は以上でございますが、

何かございますか。 

一番最後の説明ですが、市民意識調査の結果は出ている

んですか。 

意識調査は人権課の方でやっておりまして人権問題に関

する市民意識調査ということで、８月に調査票を配布しま

して、８月末に回収という形で、ある程度集計はできてお

りますが、１０年ぶり平成１９年度にもやっておりまして、

それとの対比のところの検証もしてくれと頼んであります

ので、今、分析をしている最中です。それについては後程

またお見せすることは可能かと思っております。 

まだ結果は出ていないということですね。 

調査を３,０００人対象でさせていただきまして、４割強

の回収率でございました。白紙等もございましたので、実

質的な数値は減ってくるかもしれませんけれども、その中

で集計分析を行っております。議会等も含めまた隣保館の

方へもその結果の方はまた報告させてもらうようには考え

ております。 

分かりました。 

この法律ができたのはすごいことかなあと、今までは同

和対策と対策的な法律だったんですが、部落差別の解消と

きちんとネーミングからして現在もなお部落差別が存在す

ると国が認めたのは画期的なことだと私は評価させてもら

っているんですが、これを受けて同対審答申を持ち出すま

でもなく国及び地方公共団体の責務というふうにうたわれ

ておって、先ほどのご説明の中にも啓発をするとか教育に

力を入れていくとかお話しを伺ったんですけれども、特に

来年度に向けて、この法律をうけてぜひやっていきたいと
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＜事務局＞ 

福田委員 

杉原委員 

目玉みたいなものはないんでしょうか。 

先ほど、市民意識調査の回答もさせていただきましたけ

れども、私ども人権課の方では市民人権講座とか各隣保館

の学習会の方でもしていただいていると思いますけど、こ

の調査結果を基に、今こういう市民の意識がある中で、だ

から私たちは今後どうしていこうかというところの、それ

を活用しながらそういう学習会、市民人権講座なんかをも

うちょっと発展的な形で展開して、部落問題もそうですけ

れどもさまざまな人権問題についてもアンケートをとって

おりますのでそういうところのデータも含めながら講座の

方に活用していきたいと考えております。今までにないも

のにできたらなと思っておりますが、講師とも相談をしな

がらの話になってきますので一概にはいきませんけれども

私たちができるところでは、まずは職員に対する研修とか

そういう部分にも活用できたらなと思っております。 

よろしくお願いします。 

よろしいですか。今ですね、私はインターネットはやっ

ていないんですが、話を聞くと民族差別というかそういう

ものがインターネット上であふれているらしいですね。例

えば朝鮮人とかあるいはシナ人とかいう言葉を使ってそれ

を排撃するというか、そういうような全く明白に差別と分

かるようなことが、むしろ大々的に宣伝されていると。こ

こにもありますが、ヘイトスピーチの対象はそういう人ら

ですよね。こういう差別も世の中にあって同じような部落

差別が残っているというような話があるわけなんですが、

やっぱり部落差別だけをなくしてそれじゃあ済むのかとそ

うではないので、こんにちの情勢では。いろんな形の差別

なりあらゆる差別なり人権問題があり、例えば外国人はミ

ートゥとかいうのは世界的な問題になっておるような話も

ありますので、視野を大きくもって市としては大きな意味

での色々な差別、身体障がい者の差別であるとかあらゆる

差別をなくすんだとこういうことでこれからぜひお願いし

たいなと思います。 
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＜事務局＞ 

福田委員 

貴重なご意見ありがとうございました。みなさんも見て

いただきましたとおり平成２８年に障害者差別解消法、ヘ

イトスピーチ解消法、部落差別解消推進法３つの法律が施

行されました。まだまだこの法律を知ってらっしゃる方は

少ないかと思います。特に部落差別解消推進法については

まだまだ平成２８年１２月に施行されていますので、まだ

１年少々でございますから、まだまだ周知が足りないなと

私ども考えております。それも含めまして、こういう法律

ができたという周知、また差別がまだまだいろんなところ

であるんだということを皆さまに知っていただくための取

り組み、研修会や啓発も含めました取り組みをしていきた

いと思います。 

先だって、白山町で山口県の川口泰司さんをお迎えして

講演会をしたのですが、先ほど杉原さんがおっしゃったよ

うにネット社会ではむちゃくちゃ差別がある。部落差別の

みならず、あらゆる差別が横行していてとんでもない状況

になっているということを縷々映像でも見せてもらいなが

ら講演を聞かしてもらったんですが、防ぎようがない。ば

らかまかれている。しかも部落問題と検索するととんでも

ない書き込みがあったりして、すべて信用ができない。最

近は教育の中でもスマホなりネットで調べるということが

あり、とんでもない状況が子どもにも入っておってですね

部落に対するイメージが本当に差別的に書かれていて、昔

地名総鑑が問題になったわけですけれども、そんなんいっ

ぱい横行しておるし、例えば地図なんかでもここが部落の

地域やと写真までネットで流れているということを聞かせ

てもらったんですけれども、それに対抗するように川口さ

んがですね、部落問題だけでなく障害者の問題、最近 LGBT

の問題があったりしてそこで悩んでいる青年たちが、グル

ープを作って逆にヘイトスピーチをたたくようなネットを

アップしているということです。毎日戦いやというような

ことをおっしゃってみえました。私の世代でなかなかそう

いうところのからくりやらは分からないのですが、それを

罰する法律がないためにいわゆる表現の自由が保障されて
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おり、ヘイトスピーチを平気でやるような状況が今拡散し

ておるということを聞かせてもらいました。やはり一人一

人の市民の意識や人権意識が高まっていかないと、正しく

流れていることをクリックするだけで上にあがってくるん

だそうですね。おもしろおかしくクリックしたら上位にあ

がってくるらしいです。今まで自分たちはそのことに対し

てサイレントマジョリティ、物を言わない多数であったた

めに今の状況を作ってしまった。だから無関心であるとい

うことが一番大きな差別につながっていくんだというこよ

うなことを聞かせてもらった中であらためて意識を新たに

したわけですけれども、タイミング的にちょうどこういう

法律ができましたので、しっかり啓発をしていただいて少

なくとも隣保館に集う人たちは知ってもらいたいなという

ふうに思っているところであります。以上です。 

１点だけお願いというのか市民意識の調査をしたときに

市民の意識を市民がなかなか置かれている状況を知ること

ができない。必ずしもすべてを公開することがいいわけで

はないけれども公開しないと話し合えない場所というのが

たくさんあると思うんです。そういう意味では調査結果を

どういうふうに多くの人に知らせる中でものを考えていけ

る状況を作るかということが大きな問題で調査そのものを

行政の中で生かすというのは当然なんですけれども、それ

は調べられたというか協力した人たちになかなか戻りにく

いので、調査したものにとってはだいたいみんながどうい

うことを考えているかという意味のそれこそ地域であった

り、市民の意識が今どんな状態なのかということが分かる

ことも大事だと思うので、何も考えずに情報を公開したら

いいということではなくて、そのことも含めて結果の報告

する場所や報告の仕方を考えていっていただければと思い

ます。 

よろしいでしょうか。 

事項（４）については、終わらさせていただきます。続

きまして、事項書の３「その他」に移らさせていただきま
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村林会長 

＜事務局＞ 

す。何かございますか。 

お願いなんですけれども、反差別人権研究所みえ、ヒュ

ーリアみえというところに、人権大学講座をやっておりま

すけれども、津市からも受講者を送っていただいておるん

ですけれども毎年白山町にフィールドワークに来ていただ

くんですけれども、その日に気になるのは津市から出てい

ただいてる方というのは担当課の人であったりで、人権問

題なりを勉強されるのは担当課だけの専売特許ではありま

せんので相対的にいろんな部署の人が来ていただいて広く

勉強してほしいなと希望を私自身が持っております。他市

町村みると、いろんな分野の、いろんな課から来ておりま

してそれはいいいことやなあと思うんですけれども、ぜひ

そのあたり事務局の方から言っていただくとありがたいな

と。どうしても固定化されておるという状況があって、も

ちろん担当課も勉強してもらわなければならないのです

が、もっと広くしていただいた方がいいのではないかなと

思います。よろしくお願いします。 

最後に事務局何かありましたら、どうぞ。 

本日は、長時間にわたりご審議いただきまして、誠にあ

りがとうございました。いただきましたご意見等は今後の

運営に生かしていきたいと思いますので、今後ともよろし

くお願いいたします。 

また、このメンバーでの審議会は最終となります。事務

局の不手際が多く申し訳ございませんでした。改めてお詫

び申しあげます。 

委員改選につきましては、３月３１日付けをもって全委

員解職をお願いし、新たに４月１日付けで新委員の選任に

つきましても、書類提出についてよろしくお願いいたしま

す。 

最後に、会長を務めていただいた村林委員、副会長の西

田委員には誠にありがとうございました。この場をお借り

して御礼申し上げます。 

どうもありがとうございました。 
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事務局からは、以上でございます。 

委員の皆さんにはいろいろご意見をいただきました。 

また長時間にわたり審議にご協力をいただき誠にありが

とうございました。今回もせっかく館長がみえたので、土

日の実態その他をお伺いできればよかったんですけれど

も、またそういう機会等、資料も作っていただければと思

います。 

それでは、これで津市隣保館運営審議会を閉会いたしま

す。どうも、お疲れさまでした。 


